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北海道訓令第１号

本 庁
出 先 機 関

北海道職員の勤務時間に関する規程及び北海道職員の育児休業等に関する規程の一部を改
正する訓令を次のように定める。
平成 年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道職員の勤務時間に関する規程及び北海道職員の育児休業等に関する規程の一部
を改正する訓令

（北海道職員の勤務時間に関する規程の一部改正）
第１条 北海道職員の勤務時間に関する規程（昭和 年北海道訓令第１号）の一部を次のよ
うに改正する。
第１条中「平成 年北海道条例第３号」の次に「。以下「条例」という。」を加える。
第２条中「北海道職員の勤務時間、休暇等に関する条例第２条第２項」を「条例第２条
第３項」に改め、「再任用短時間勤務職員」の次に「（以下「再任用短時間勤務職員」と
いう。）」を加え、「同条例」を「条例」に改め、同条に次の１項を加える。
２ 再任用短時間勤務職員で１週間の勤務時間を 時間とされている職員の勤務時間は、
前項の規定にかかわらず、月曜日から金曜日までの午前８時 分から午後５時 分まで
（次条に規定する休憩時間を除く。）の間における６時間とし、その割振りは、所属長
が定める。
第５条中「北海道職員の勤務時間、休暇等に関する条例」を「条例」に改める。
第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。
（育児短時間勤務職員等の勤務時間等）
第６条 条例第２条第２項に規定する育児短時間勤務職員等の勤務時間及び休憩時間につ
いては、第２条第１項及び第３条の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関す
る法律（平成３年法律第 号）第 条第１項の育児短時間勤務の承認の内容によるも
のとする。
（北海道職員の育児休業等に関する規程の一部改正）
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第２条 北海道職員の育児休業等に関する規程（平成４年北海道訓令第４号）の一部を次の
ように改正する。
第２条第３項中「次項において」を「以下」に改める。
第４条の見出し中「子」を「育児休業に係る子」に改め、同条第１項中「育児休業養育
状況変更届」を「育児休業等養育状況変更届」に改める。
第５条の見出しを「（育児休業をしている職員の職務復帰）」に改める。
第７条の見出し中「子」を「部分休業に係る子」に改め、同条第１項中「別記第５号様
式」を「別記第６号様式」に改め、同条を第 条とする。
第６条第１項中「別記第４号様式」を「別記第５号様式」に改め、同条を第９条とし、
第５条の次に次の３条を加える。
（育児短時間勤務の承認の請求手続）
第６条 法第 条第２項の規定による育児短時間勤務の承認の請求をしようとする職員は、
育児短時間勤務承認請求書（別記第４号様式）を所属長を経由して知事に提出しなけれ
ばならない。
２ 知事は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該
請求をした職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。
３ 条例第 条第５号の規定による申出を行おうとする職員は、第１項の請求を行う際に、
育児短時間勤務承認請求書に計画書を添付しなければならない。
４ 前項の申出を行った職員は、計画書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、そ
の旨を計画書により所属長を経由して知事に届け出なければならない。
（育児短時間勤務の期間の延長の請求手続）
第７条 前条第１項及び第２項の規定は、法第 条第１項の規定による育児短時間勤務の
期間の延長の請求について準用する。
（育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出）
第８条 第４条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。
別記第２号様式及び別記第３号様式を次のように改める。
別記第２号様式（第２条、第６条関係）

北海道職員等の育児休業等に関する条例第３条第４号又は第 条第５号の規定に
基づき、再度の育児休業又は育児短時間勤務の承認の請求をする予定ですので、
育児休業等の計画について次のとおり提出します。
なお、記載事項に変更が生じた場合は、遅滞なく届け出ます。

（注）１ 育児休業等計画書は、育児休業承認請求書又は育児短時間勤務承認請求
書と同時に（変更の届出の場合は、記載事項に変更が生じた後遅滞なく）
提出すること。
２ 「請求期間」欄には、育児休業承認請求書又は育児短時間勤務承認請求
書に記載した請求期間を記入すること。
３ 「養育予定期間」欄には、請求者の育児休業又は育児短時間勤務におけ
る請求期間の満了日の翌日から再度の育児休業又は育児短時間勤務請求予
定期間の初日の前日までの期間（３月以上の期間に限る。）を記入すること。
４ 変更の届出の場合は、１から４までの記載事項のうち変更する箇所のみ
記入すること。
５ 該当する□にはレ印を記入すること。

別記第３号様式（第４条、第８条関係）

育 児 休 業 等 養 育 状 況 変 更 届
年 月 日

北海道知事 様

育 児 休 業 等 計 画 書
年 月 日

北海道知事 様
所 属
職 名
氏 名
（職員番号 ）

□ 当 初 □ 変 更

□ 育児休業 □ 育児短時間勤務１ 請求の別

２ 請求に係る子

子 の 氏 名 生年月日 年 月 日生

３ 請求者の計画

請 求 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

再 度 の 請 求 予 定 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

４ 配偶者の養育計画

配 偶 者 の 氏 名

養 育 予 定 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

子を養育するための方法 □育児休業 □育児短時間勤務
□育児休業以外の休業・休暇 □その他（ ）

５ 備 考
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所 属
職 名
氏 名
（職員番号 ）

次のとおり
育 児 休 業
育児短時間勤務

に係る子の養育の状況について変更が生じたので、

届け出ます。

１ 承認を受けた育児休業等の期間

年 月 日から 年 月 日まで

２ 届出の事由

□ 育児休業等に係る子を養育しなくなった

□ 同居しなくなった □ 負傷・疾病 □ 託児できるようになった
□ その他（ ）

□ 育児休業等に係る子を配偶者が養育できることとなった

□ 産前産後の休暇を取得した

□ 出産した

□ 育児休業等に係る子が死亡した

□ その他（ ）

３ 届出の事由が発生した（する）日

年 月 日

（注） 該当する□にはレ印を記入すること。

別記第５号様式中「（第７条関係）」を「（第 条関係）」に、「□ 同居しなくなっ
た □ 負傷・疾病 □ その他（ ）」を
「□ 同居しなくなった □ 負傷・疾病 □ 託児できるようになった
□ その他（ ） 」

に改

め、同様式を別記第６号様式とする。
別記第４号様式中「（第６条関係）」を「（第９条関係）」に改め、同様式を別記第５
号様式とし、別記第３号様式の次に次の１様式を加える。

別記第４号様式（第６条関係）

育 児 短 時 間 勤 務 承 認 請 求 書
年 月 日

北海道知事 様
所 属
職 名
氏 名
（職員番号 ）

次のとおり
育 児 短 時 間 勤 務 の 承 認
育児短時間勤務の期間の延長

を請求します。

１ 請求に係る子 ２ 職員以外の当該子の親

氏 名 氏 名

生 年 月 日 年 月 日生 子との同・別居 □ 同居 □ 別居

職員との続柄 就 業 の 有 無 □ 有 □ 無

３ 請求の内容

□ 育児短時間勤務の承認 □ 育児短時間勤務の期間の延長

□ 再度の育児短時間勤務の承認
（再度の育児短時間勤務を必要とする特別の事情）

４ 請求の期間 年 月 日から 年 月 日まで

５ 勤務の形態
週 時間勤務

□第１号 □第２号 □第３号（育児休業法第 条第１項 の勤務の形態）□第４号 □第５号

勤務の日
及 び
時 間 帯

月（ ： ： ）火（ ： ： ）
水（ ： ： ）木（ ： ： ）
金（ ： ： ）

６ 既に承認さ
れた育児短時
間勤務の期間

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

７ 備 考

所属長の意見
年 月 日

（所属長） 印



北 海 道 公 報 第 号平成 年２月１日（金曜日）

（注）１ この請求書（育児短時間勤務の期間の延長に係るものを除く。）には、
請求に係る子の氏名、生年月日及び請求者との続柄を証明する書類（戸籍
抄本、医師又は助産師が発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生
届出済証明書等）を添付すること（写しでも可）。
２ 「勤務の日及び時間帯」欄に掲げられていない日に勤務を希望する場合
等当該欄によりがたい場合は、「７ 備考欄」に必要な事項を記載するこ
と。
３ 「７ 備考」欄には、 請求に係る子以外に小学校就学前の子を養育す
る場合、その氏名、生年月日及び請求者との続柄、 請求に係る子が養子
の場合、養子 組の効力が生じた日、 請求に係る子以外の子について現
に育児短時間勤務の承認を受けている場合、その旨並びに当該承認に係る
子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等を記入すること。
４ 該当する□にはレ印を記入すること。

附 則

１ この訓令は、平成 年４月１日から施行する。
２ この訓令の施行の際現に第２条の規定による改正前の北海道職員の育児休業等に関する
規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、同条の規定による改正
後の北海道職員の育児休業等に関する規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを
妨げない。

北 海 道
北海道教育委員会

訓 令
北 海 道 警 察 本 部
北 海 道 企 業 局

北 海 道

北海道教育委員会
訓令第１号

北海道警察本部

北 海 道 企 業 局

庁 中 一 般
部 局

新しい総合計画検討委員会設置規程を廃止する訓令を次のように定める。
平成 年２月１日

北 海 道 知 事 高 橋 はるみ
北海道教育委員会委員長 橋 場 昇
北 海 道 警 察 本 部 長 橋 清 孝
北海道公営企業管理者 青 木 次 郎

新しい総合計画検討委員会設置規程を廃止する訓令

新しい総合計画検討委員会設置規程（平成 年北海道・北海道教育委員会・北海道警察本
部・北海道企業局訓令第１号）は、廃止する。

附 則

この訓令は、平成 年２月１日から施行する。

告 示

北海道告示第 号

地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５第１項の規定により、一般競争入
札に参加する者に必要な資格を定めた。
平成 年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 資格及び調達をする特定役務の種類
平成 年度において道が締結しようとする に定める契約に係る一般競争入札に参加す

る者に必要な資格は、 に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第 号）第２条第３号
に規定する特定役務の種類は、 に定めるものとする。

契 約 平成 年２月１日に一般競争入札の公告を行う北海道庁託送業
務契約

資 格 北海道庁託送業務の資格（以下「資格」という。）
特定役務の種類 北海道庁託送業務

２ 資 格 要 件
平成 年北海道告示第 号の１の 、 、 、及び によるほか、次による。
平成 年１月１日現在において引き続き１年以上運送業務を営んでいること。
平成 年１月１日を基準日とし、過去２年間において、１の に定める契約と種類を

ほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。
道が契約する地域に向けた運送が確保できること。
航空便の取扱いができること。
宅配便のみ貴重品の取扱いができること。
業務に見合う人員（１人以上）を午前８時 分から午後５時までの間、指定施設（荷

物発送室）に常駐させることができること。
また、繁忙期には、それに見合う人員を配置することができること。

３ 資 格 要 件 の 特 例
中小企業等協同組合法（昭和 年法律第 号）、中小企業団体の組織に関する法律
（昭和 年法律第 号）又は商店街振興組合法（昭和 年法律第 号）の規定に基づき
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設立された組合又はその連合会（以下「中小企業組合等」という。）については、当該組
合又はその連合会が次のいずれかに該当するときは、２に掲げる営業年数等の要件は、適
用しない。
経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するとき。
企業組合及び協業組合にあっては、設立の際に資格を有する者であるものが構成員の
過半数を占めているとき。
また、 に該当する場合は、２の に掲げる資格要件にあっては、当該組合と組合員

（組合が指定する組合員）の合計値とし、２ に掲げる資格要件にあっては、当該組合
と組合員（組合が指定する組合員）の値の平 値とすることができる。

４ 資格審査の申請の時期及び方法
申 請 の 時 期 資格審査の申請は、平成 年２月１日から２月 日までの間に

しなければならない。
申 請 の 方 法 資格審査の申請は、次に掲げる申請書類の提出先に、当該提出

先の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなけ
ればならない。

ア 提出先の名称 北海道総務部行政改革局総務業務センター
イ 提出先の所在地 郵便番号 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号
５ 資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該期間の更新手続並びに資格の喪失
平成 年北海道告示第 号の３の のア、イ、ウ、４の 、 及び５の による。

北海道告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入札に付する事項

調達をする特定役務の名称及び数量
ア 北海道庁託送業務（各単位当たりの単価）
イ 調達予定数量 梱 包 個

メール便 個
宅 配 便 個

調達をする特定役務の仕様等 入札説明書による。
契 約 期 間 平成 年４月１日から平成 年３月 日まで

履 行 場 所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎
２ 入札に参加する者に必要な資格
平成 年北海道告示第 号に規定する北海道庁託送業務の資格を有すること。

３ 契約条項を示す場所
北海道総務部行政改革局総務業務センター

４ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館 階共用会議室（送

付による場合は、郵便番号 札幌市中央区北３条西７丁
目 北海道総務部行政改革局総務業務センター）

入 札 日 時 平成 年３月 日 午後２時（送付による場合は、平成 年３月
日までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

５ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。

６ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ３に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る返信
用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見合う郵便
料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契約に関す
る事務を担当する組織に申し込むこと。

７ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のオ及び３の による。

８ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 、 及び によるほか、次

による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道総務部行政改革局総務業務センター
所 在 地 郵便番号 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号
９
．
．
．
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．
．

．

北海道告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
ア パーソナルコンピュータ 台
イ パーソナルコンピュータ 台
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
納 入 期 日 平成 年３月 日
納 入 場 所 入札説明書による。

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第 号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入の資

格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

３ 契約条項を示す場所
北海道総務部行政改革局総務業務センター

４ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館西棟５階９号会議室

（送付による場合は、郵便番 札幌市中央区北３条西７
丁目 北海道総務部行政改革局総務業務センター）

入 札 日 時 平成 年２月 日（水）午前 時（送付による場合は、平成 年
２月 日（火）までに必着）

開 札 場 所 に同じ。

開 札 日 時 に同じ。
５ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

６ 一連の調達契約に関する事項
この契約を含む一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告
平成 年１月 日付け北海道告示第 号

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ３に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る返信
用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見合う郵便
料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契約に関す
る事務を担当する組織に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の による。

９ 入札参加申込書の提出
提 出 期 限 平成 年２月 日（火）午後５時（送付による場合は、平成 年

２月 日（月）必着）
提 出 場 所 ３に同じ。
そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次によ

る。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道総務部行政改革局総務業務センター
所 在 地 郵便番号 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号

．
．
．
．

．
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北海道告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 落札に係る物品等の名称及び数量

パーソナルコンピュータ 台
パーソナルコンピュータ 台

２ 落札を決定した日
平成 年１月 日

３ 落札者の氏名及び住所
ア 氏 名 北海道オフィス・マシン株式会社
イ 住 所 札幌市中央区大通西 丁目３番地
ア 氏 名 大丸藤井株式会社
イ 住 所 札幌市中央区南１条西３丁目２番地

４ 落札金額
円
円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年 月 日付け北海道告示第 号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道総務部行政改革局総務業務センター
所在地 札幌市中央区北３条西７丁目

北海道告示第 号

救急病院等を定める省令（昭和 年厚生省令第８号）第１条第１項の規定による次の救急
病院から、同項の申出を撤回する旨の届出があった。
なお、届出のあった救急病院の所在地及び申出撤回日は、省略し、北海道保健福祉部保健

医療局医療政策課に備え置いて縦覧に供する。
平成 年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
医療法人讃生会宮の森記念病院（札幌市）

医療法人二樹会足立外科クリニック（札幌市）
医療法人寧会手稲前田整形外科病院（札幌市）
鈴木外科医院（札幌市）
医療法人唐澤病院（旭川市）
医療法人社団さとう整形外科胃腸科医院（旭川市）
千葉外科医院（釧路市）
釧路循環器・呼吸器クリニック（釧路市）
医療法人孝仁会釧路脳神経外科病院（釧路市）
北見市国民健康保険常呂病院（北見市）
医療法人社団幸栄病院（紋別市）

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（救急病院及び救急診療所の認定）の一部を次のように改正
する。
平成 年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
札幌市の項医療法人社団札幌外科記念病院の事項中「平成 」を「平成 」

に改め、同項医療法人讃生会宮の森記念病院の事項を削り、同項北海道大学病院の事項、同
項医療法人野中整形外科内科病院の事項及び同項医療法人麻生整形外科病院の事項中「平成

」を「平成 」に改め、同項医療法人社団カレスアライアンス天使病院の事
項中「医療法人社団カレスアライアンス天使病院」を「医療法人母恋天使病院」に改め、同
項医療法人社団愛心館愛心メモリアル病院の事項中「平成 」を「平成 」に
改め、同項医療法人二樹会足立外科クリニックの事項を削り、同項勤医協中央病院の事項、
同項医療法人社団三草クラーク病院の事項、同項独立行政法人国立病院機構北海道がんセン
ターの事項、同項医療法人社団朋仁会整形外科北新病院の事項、同項医療法人恵佑会札幌病
院の事項、同項医療法人柏葉脳神経外科病院の事項、同項北海道社会保険病院の事項及び同
項医療法人札幌第一病院の事項中「平成 」を「平成 」に改め、同項医療法
人寧会手稲前田整形外科病院の事項及び同項鈴木外科医院の事項を削る。
函館市の項医療法人社団高橋病院の事項、同項医療法人社団健和会大村病院の事項、同項
函館五稜郭病院の事項、同項医療法人富田病院の事項及び同項医療法人雄心会函館新都市病
院の事項中「平成 」を「平成 」に改める。
旭川市の項中医療法人唐澤病院の事項を削り、同項医療法人回生会大西病院の事項、同項
医療法人社団石崎病院の事項、同項医療法人整形外科進藤病院の事項、同項医療法人幾晃会
木原循環器科内科医院の事項、同項医療法人元生会森山病院の事項及び同項旭川赤十字病院
の事項中「平成 」を「平成 」に改め、同項医療法人社団さとう整形外科胃
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腸科医院の事項を削り、同項医療法人社団恩和会旭川高砂台病院の事項及び同項旭川医科大
学病院の事項中「平成 」を「平成 」に改める。
室蘭市の項新日鉄室蘭総合病院の事項中「平成 」を「平成 」に改める。
釧路市の項釧路市医師会病院の事項中「平成 」を「平成 」に改め、同項

千葉外科医院の事項を削り、同項うしき整形外科クリニックの事項中「平成 」を
「平成 」に改め、同項釧路循環器・呼吸器クリニックの事項を削り、同項医療法人
社団三慈会西池整形外科クリニックの事項中「平成 」を「平成 」に改め、
同項医療法人孝仁会釧路脳神経外科病院の事項中「医療法人孝仁会釧路脳神経外科病院 釧
路市 野１丁目 番１号 平成 」を「医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院 釧路市
愛国 番 号 平成 」に改める。
帯広市の項 北海道厚生連帯広厚生病院の事項中「平成 」を「平成 」

に改める。
北見市の項北見市国民健康保険常呂病院の事項中「北見市国民健康保険常呂病院 北見市

常呂町字常呂 番地 平成 」を「 北海道厚生連常呂厚生病院 北見市常呂町
字常呂 番地の２ 平成 」に改め、同項特別医療法人明生会道東脳神経外科の事
項中「特別医療法人明生会道東脳神経外科」を「特別医療法人明生会道東脳神経外科病院」
に改める。
留萌市の項留萌市立病院の事項中「平成 」を「平成 」に改める。
江別市の項江別市立病院の事項及び医療法人社団藤花会江別谷藤病院の事項中「平成
」を「平成 １ 」に改める。

赤平市の項市立赤平総合病院の事項中「平成 」を「平成 」に改める。
紋別市の項医療法人社団幸栄病院の事項を削る。
士別市の項市立士別総合病院の事項中「平成 」を「平成 」に改める。
滝川市の項滝川市立病院の事項中「平成 」を「平成 」に改める。
恵庭市の項医療法人北晨会恵み野病院の事項中「平成 」を「平成 」に改

める。
松前町の項松前町立松前病院の事項中「平成 」を「平成 」に改める。
江差町の項北海道立江差病院の事項中「平成 」を「平成 」に改める。
乙部町の項乙部町国民健康保険病院の事項中「平成 」を「平成 」に改め

る。
黒松内町の項黒松内町国民健康保険病院の事項中「平成 」を「平成 」に

改める。
天塩町の項天塩町立国民健康保険病院の事項中「平成 」を「平成 」に改

める。
平取町の項平取町国民健康保険病院の事項中「平成 」を「平成 」に改め

る。
音更町の項医療法人社団宏明館幸北病院の事項中「平成 」を「平成 」に

改める。
鹿追町の項鹿追町国民健康保険病院の事項中「平成 」を「平成 」に改め
る。
清水町の項清水赤十字病院の事項中「平成 」を「平成 」に改める。
厚岸町の項町立厚岸病院の事項中「厚岸郡厚岸町字住の江１丁目１番地」を「厚岸郡厚岸
町住の江１丁目１番地」に改める。

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 法律第 号）第 条の２第５項において準用する同法第８条第１項
の規定により、枝幸町の行う土地改良（音標 号地区基盤整備促進［基盤整備］（農業用道
路））事業の施行の協議について審査の結果、適当と決定した。
その関係書類は、北海道宗谷支庁に備え置いて、平成 年２月５日から 日間、一般の縦

覧に供する。
平成 年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第２号（漁船損害等補償法の規定に基づく加入区の指定）の一部を次
のように改正する。
平成 年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１法第 条第２項本文の規定により漁業協同組合の地区の区域の全部を加入区とするも
のの表中香深加入区の項の次に次の１項を加える。
利尻加入区 利尻郡利尻富士町及び利尻郡利尻町一円
１法第 条第２項本文の規定により漁業協同組合の地区の区域の全部を加入区とするも
のの表中鴛泊加入区、鬼脇加入区、仙法志加入区及び沓形加入区の項を削る。

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成 年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 苫前郡羽幌町大字焼尻字 岡 ・ の１・ ・ ・ （以上５



北 海 道 公 報 第 号平成 年２月１日（金曜日）

筆について次の図に示す部分に限る。）
２ 指 定 の 目 的 風害の防備
３ 指 定 施 業 要 件

立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道留萌支庁産
業振興部林務課及び羽幌町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道旭川土木現業所に備え置いて、告
示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 路 線 名 瑞穂東川線
３ 道路の区域
区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
上川郡東川町 番 地先から 前 から ――上川郡東川町 番５地先まで まで

前 から ――まで

後 から ――まで

後 から ――まで

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のとおり保安林の指
定を解除する予定である。
平成 年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 空知郡南幌町 の４（次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道空知支庁産業振興部林務課及び南幌町役場に

備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成 年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保 旭川市（次の図に示す部分に限る。）
安林の所在場所

２ 保安林として指定された目的 公衆の保健
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件

立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
旭川市（次の図に示す部分に限る。）

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か
ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
路線名及び縦覧場所 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道上川支庁産
業振興部林務課及び旭川市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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支 庁 告 示

北海道空知支庁告示第２号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年２月１日

北海道空知支庁長 赤 岡 洋
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
ア 自動車の賃貸借（乗用自動車（ハッチバック・ワゴン）） 台分 一式（１月当た
りの単価）
イ 自動車の賃貸借（普通乗用自動車（ 車））４台分 一式（１月当たりの単
価）
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
契 約 期 間 平成 年４月３日から平成 年３月 日まで。ただし、予算

の範囲内で、当該契約期間を変更することがあり得る。
納 入 場 所 入札説明書による。

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第 号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の賃貸借

（自動車に係るものに限る。）の資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。
当該調達物品に関し、仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した者である
こと。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年２月１日（金）から２月 日（木）までの毎日午前

９時から午後５時（土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日を除
く。）

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号 岩見沢市８条西５丁目
北海道空知支庁地域振興部総務課
電話番号

審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道空知支庁地域振興部総務課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 岩見沢市８条西５丁目 空知支庁１階会議室（送付による場

合は、郵便番号 岩見沢市８条西５丁目 北海道空
知支庁地域振興部総務課）

入 札 日 時 平成 年３月 日（木）午後３時 分（送付による場合は、
平成 年３月 日（木）午前 時までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年度北海道告示第 号の１の による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見
合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
北海道空知支庁地域振興部総務課に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）第 条第１項の規定により定めた予定
価格（１月当たりの単価）の制限の範囲内で最低の価格（１月当たりの単価）をもって入

道道 直 別 共 栄 線 十勝郡浦幌町字昆布刈石 番１地先から 平成
北海道帯広土木現業所 十勝郡浦幌町字昆布刈石 番１地先まで 午後０時
道 道 然 別 峡 線 河東郡鹿追町字ウリマク国有林十勝西部森林 平成
北海道帯広土木現業所 管理署東大雪事業区 林班ろ小班地先から

河東郡鹿追町字ウリマク国有林十勝西部森林
管理署東大雪事業区 林班と小班地先まで
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札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。
９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 、 及び によるほか、次

による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道空知支庁地域振興部総務課
所 在 地 郵便番号 岩見沢市８条西５丁目

電話番号

．
．
．

．

．

北海道留萌支庁告示第２号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年２月１日

北海道留萌支庁長 松 岡 治
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
ア 複写機等の賃貸借その１
デジタル複写機等の賃貸借 一式（１月当たりの単価及び１枚当たり単価）

イ 複写機等の賃貸借その２
デジタル複写機等の賃貸借 一式（１月当たりの単価及び１枚当たり単価）

ウ 複写機等の賃貸借その３
デジタル複写機等の賃貸借 一式（１月当たりの単価及び１枚当たり単価）

エ 複写機等の賃貸借その４
デジタル幅広複写機等の賃貸借 一式（１月当たりの単価）

オ 複写機等の賃貸借その５
デジタル複写機等の賃貸借 一式（１月当たりの単価及び１枚当たり単価）

カ 複写機等の賃貸借その６
デジタルカラー複写機等の賃貸借 一式（１月当たりの単価及び１枚当たり単価）

キ 複写機等の賃貸借その７
デジタル複写機等の賃貸借 一式（１月当たりの単価及び１枚当たり単価）

ク 複写機等の賃貸借その８
デジタル複写機等の賃貸借 一式（１月当たりの単価及び１枚当たり単価）

調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
契 約 期 間
のアからクまでに掲げる複写機の賃貸借について、それぞれ次のアからクまでに定

めるところによる。ただし、予算の範囲内で当該契約期間を変更することがあり得る。
ア 複写機等の賃貸借その１
平成 年４月１日から平成 年３月 日まで

イ 複写機等の賃貸借その２
平成 年４月１日から平成 年３月 日まで

ウ 複写機等の賃貸借その３
平成 年４月１日から平成 年３月 日まで

エ 複写機等の賃貸借その４
平成 年４月１日から平成 年 月 日まで

オ 複写機等の賃貸借その５
平成 年４月１日から平成 年３月 日まで

カ 複写機等の賃貸借その６
平成 年４月１日から平成 年３月 日まで

キ 複写機等の賃貸借その７
平成 年４月１日から平成 年３月 日まで

ク 複写機等の賃貸借その８
平成 年４月１日から平成 年３月 日まで
納 入 場 所
のアからクまでに掲げる複写機の賃貸借について、それぞれ次のアからクまでに定

める場所に納入すること。
ア 複写機等の賃貸借その１ 北海道留萌支庁地域振興部総務課
イ 複写機等の賃貸借その２ 北海道留萌支庁地域振興部総務課（会計部門）
ウ 複写機等の賃貸借その３ 北海道留萌支庁地域振興部地域政策課
エ 複写機等の賃貸借その４ 北海道留萌合同庁舎３階青写真室
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オ 複写機等の賃貸借その５ 北海道留萌保健福祉事務所保健福祉部保健福祉企画課
カ 複写機等の賃貸借その６ 北海道留萌土木現業所事業課
キ 複写機等の賃貸借その７ 北海道留萌土木現業所羽幌出張所
ク 複写機等の賃貸借その８ 北海道留萌土木現業所遠別出張所

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第 号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の賃貸借の

資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
当該調達をする物品等に関し、要求仕様書に記載の迅速なアフターサービス・メンテ
ナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。
当該調達をする物品等に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明
した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年２月１日（金）から２月 日（火）まで（土曜日、

日曜日及び祝日等の閉庁日を除く。）
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 １の のアからクまでに掲げる複写機等の賃貸借について、

それぞれ次の から までに定めるところによる。
複写機等の賃貸借その１からその４まで
郵便番号 留萌市住之江町２丁目
北海道留萌支庁地域振興部総務課出納需品係
複写機等の賃貸借その５
郵便番号 留萌市住之江町２丁目
北海道留萌保健福祉事務所保健福祉部保健福祉企画課
複写機等の賃貸借その６からその８まで
郵便番号 留萌市住之江町２丁目
北海道留萌土木現業所企画総務部総務課

審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所

１の のアからクまでに掲げる複写機の賃貸借について、それぞれ次の から までに
定めるところによる。

複写機等の賃貸借その１からその４まで
北海道留萌支庁地域振興部総務課出納需品係
複写機等の賃貸借その５
北海道留萌保健福祉事務所保健福祉部保健福祉企画課
複写機等の賃貸借その６からその８まで
北海道留萌土木現業所企画総務部総務課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所
１の のアからクまでに掲げる複写機の賃貸借について、それぞれ次のアからウまで

に定めるところによる。
ア 複写機等の賃貸借その１からその４まで

留萌市住之江町２丁目 北海道留萌合同庁舎１階 号会議室（送付による場合は、
郵便番号 留萌市住之江町２丁目 北海道留萌支庁地域振興部総務課出納
需品係）
イ 複写機等の賃貸借その５
留萌市住之江町２丁目 北海道留萌合同庁舎１階 北海道留萌保健福祉事務所母子
相談室（送付による場合は、郵便番号 留萌市住之江町２丁目 北海道留
萌保健福祉事務所保健福祉部保健福祉企画課）
ウ 複写機等の賃貸借その６からその８まで
留萌市住之江町２丁目 北海道留萌合同庁舎３階入札室（送付による場合は、郵便
番号 留萌市住之江町２丁目 北海道留萌土木現業所企画総務部総務課）
入 札 日 時
１の のアからクまでに掲げる複写機の賃貸借について、それぞれ次のアからウまで

に定めるところによる。
ア 複写機等の賃貸借その１からその４まで
平成 年２月 日（木）午前 時 分（送付による場合は、平成 年２月 日

（水）までに必着。）
イ 複写機等の賃貸借その５
平成 年２月 日（木）午後１時 分（送付による場合は、平成 年２月 日
（水）までに必着。）
ウ 複写機等の賃貸借その６からその８まで
平成 年２月 日（木）午後２時 分（送付による場合は、平成 年２月 日
（水）までに必着。）
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開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１ による。

７ 一連の調達契約に関する事項
この契約を含む一連の調達契約のうち最初の契約に係る入札の公告
平成 年８月 日付け北海道留萌支庁告示第 号

８ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見
合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

９ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
入札は１の に掲げる複写機等の賃貸借その１からその８までについてそれぞれ実施す
るものとし、落札者の決定方法は次の 及び に定めるところによる。

複写機等の賃貸借その１からその３まで及びその５からその８まで
すべての入札金額（単価）が北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）第 条

第１項の規定により定めたそれぞれの予定価格（単価）の制限の範囲内である入札（有
効な入札に限る。）をした者のうち、入札書記載の入札総価額（各入札金額（単価）に
それぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額）が最低である者を落札者とする。
複写機等の賃貸借その４
北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）第 条第１項の規定により定めた予

定価格（１月当たりの単価）の制限の範囲内で最低の価格（１月当たりの単価）をもっ
て入札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。
そ の 他
平成 年北海道告示第 号の の 、 、 、 、 、 、 及び による（１の に

掲げる複写機等の賃貸借その４にあっては、平成 年北海道告示第 号の の 、 、 、
、 、 、 及び による。）ほか、次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地は、１の のアからクまでに掲げる

複写機の賃貸借について、それぞれ次の から までに定めるところによる。
複写機等の賃貸借その１からその４まで
ア 名 称 北海道留萌支庁地域振興部総務課出納需品係

イ 所 在 地 郵便番号 留萌市住之江町２丁目
電話番号

複写機等の賃貸借その５
ア 名 称 北海道留萌保健福祉事務所保健福祉部保健福祉企画課
イ 所 在 地 郵便番号 留萌市住之江町２丁目

電話番号
複写機等の賃貸借その６からその８まで
ア 名 称 北海道留萌土木現業所企画総務部総務課
イ 所 在 地 郵便番号 留萌市住之江町２丁目

電話番号

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
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北海道胆振支庁告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年２月１日

北海道胆振支庁長 大 杉 定 通
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
デジタルカラー複写機等の賃貸借１台 １月当たりの単価及び１枚当たりの単価
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
契 約 期 間 平成 年４月１日から平成 年３月 日まで
納 入 場 所 北海道胆振森づくりセンター庁舎２階事務室

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第 号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の賃貸借の

資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
当該調達をする物品等に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備
されていることを証明した者であること。
当該調達をする物品等に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明
した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年２月１日（金）から２月 日（金）までの午前９時

から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日をを除
く。）

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号 苫小牧市矢代町３丁目１番 号
北海道胆振森づくりセンター管理課

審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
郵便番号 苫小牧市矢代町３丁目１番 号
北海道胆振森づくりセンター管理課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 苫小牧市矢代町３丁目１番 号 北海道胆振森づくりセン

ター庁舎１階会議室（送付による場合は、郵便番号
苫小牧市矢代町３丁目１番 号 北海道胆振森づくりセンター
管理課）

入 札 日 時 平成 年３月 日（金）午後１時 分（送付による場合は、
平成 年３月 日（木）までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見
合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
入札は１の に掲げる複写機等の賃貸借について実施するものとし、すべての入札金額
（単価）が、北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号。）第 条第１項の規定により
定めたそれぞれの予定価格（単価）の制限の範囲内である入札（有効な入札に限る。）を
した者のうち、入札書記載の入札総価額（各入札金額（単価）に予定数量を乗じて得た額
の合計額）が最低の価格である者を落札者とする。
９ そ の 他

平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 、 及び までによるほか、
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次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道胆振森づくりセンター管理課
所 在 地 郵便番号 苫小牧市矢代町３丁目１番 号

電話番号

．

．

．

道 立 紋 別 病 院 告 示

北海道立紋別病院告示第１号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年２月１日

北海道立紋別病院長 及 川 郁 雄
１ 入札に付する事項

調達をする特定役務の名称及び数量
北海道立紋別病院清掃業務 一式
調達をする特定役務の仕様等 入札説明書、業務仕様書及び作業要領による。
契 約 期 間 平成 年４月１日から平成 年３月 日まで。ただし、予算

の範囲内で、当該契約期間を変更することがあり得る。
履 行 場 所 紋別市 町５丁目６番８号 北海道立紋別病院

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第 号又は平成 年北海道告示第 号に規定する庁舎等清掃の資

格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

平成 年２月１日以降、資格審査の申請をする日までに道から一般競争入札において
庁舎等清掃業務の受注実績がある場合には、契約の履行に関して改善命令等を受けてい
ないこと。
医療法施行規則（昭和 年厚生省令第 号）第９条の に規定する基準に適合してい

る者であること。
資格審査の申請をする日の直前２営業年度分（当該２営業年度が 月に満たない場合

は 月分）の決算において１の に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を
締結し、かつ、誠実に履行している者であること。

から までに掲げるもののほか、入札説明書に定める入札参加資格要件を満たすも
のであること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の から までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなけ
ればならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年２月１日から２月 日まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 紋別市 町５丁目６番８号

北海道立紋別病院庶務課
電話番号 内線

審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約事項を示す場所
北海道立紋別病院庶務課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 紋別市 町５丁目６番８号 北海道立紋別病院別棟１階会議

室（郵送による場合は、郵便番号 紋別市 町５丁
目６番８号 北海道立紋別病院庶務課）

入 札 日 時 平成 年３月 日 午前 時（郵送による場合は、平成 年
３月 日までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１ 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
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交 付 場 所 北海道立紋別病院庶務課
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見
合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
落札者の決定方法
北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）第 条第１項の規定により定めた予

定価格の範囲内で最低の価格をもって入札（有効な入札に限る。）した者を落札者とす
る。
最低価格の入札者を落札者としない場合
この入札は、低入札価格調査の基準価格を設定しており、基準価格に満たない入札が
行われた場合は、最低の価格でもって入札した者であっても、必ずしも落札者とならな
い場合がある。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次によ

る。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道立紋別病院庶務課
所 在 地 郵便番号 紋別市 町５丁目６番８号

電話番号 内線

．

．

．

道教育庁実習船管理局告示

北海道教育庁実習船管理局告示第５号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年２月１日

北海道教育庁実習船管理局長 山 谷 信 一
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
浮漁調査用表中層トロール網 一式
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
納 入 期 日 平成 年３月 日（月）
納 入 場 所 北海道教育庁実習船北鳳丸

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年度北海道告示第 号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入の

資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。
当該調達物品に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した者で
あること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の 及び までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなけ
ればならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年２月１日から２月 日まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 函館市美原４丁目６番 号

北海道教育庁実習船管理局
電話番号

審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
函館市美原４丁目６番 号 北海道教育庁実習船管理局

５ 入札執行の場所及び日時
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入 札 場 所 函館市美原４丁目６番 号 渡島合同庁舎４階 北海道教育
庁実習船管理局研修室兼船員室（送付による場合は、郵便番号

函館市美原４丁目６番 号 北海道教育庁実習船
管理局）

入 札 日 時 平成 年３月５日（水）午前 時（送付による場合は平成
年３月４日までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、電子メールによる交付を希望する場合は、その旨を契
約に関する事務を担当する組織に電子メール（アドレス：

＠ ）で申し込むこと。
８ 落札者の決定方法
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次によ

る。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道教育庁実習船管理局
所 在 地 郵便番号 函館市美原４丁目６番 号

電話番号

．

．

．

道 人 事 委 員 会 告 示

北海道人事委員会告示第１号

平成 年北海道人事委員会告示第２号（準特地部局の指定）の一部を次のように改正し、
平成 年 月 日から適用する。
平成 年２月１日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
イの表北見方面管内の項中「北見市留辺蘂町温根湯温泉」を「北見市留辺蘂町松山」に改
める。

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年２月１日

北海道警察本部長 橋 清 孝
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び数量（調達予定数量）
自動車ガソリン １号
自動車ガソリン ２号
軽油 １号、２号及び３号
ガソリンエンジン用オイル 級マルチグレードタイプ
ディーゼルエンジン用オイル 級マルチグレードタイプ
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
契 約 期 間 平成 年４月１日から平成 年３月 日まで
納 入 場 所 給油票を提示する場所

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第 号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入の資

格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定による

石油販売業の届出をしていること。
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揮発油等の品質の確保等に関する法律（昭和 年法律第 号）第３条の規定による揮
発油販売業の登録を受けていること。
納入する物品について、契約担当者等が指定する数量を納入することができること。
次に掲げる庁舎等ごとに定める範囲内で給油（危険物の規制に関する政令（昭和 年

政令第 号）第 条第５項に規定する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所（以下
「セルフ給油所」という。）における給油を除く。）が可能なこと。

るところにより、２の から までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなけ
ればならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年２月１日から３月４日まで（土曜日、日曜日及び国

民の祝日に関する法律（昭和 年法律第 号）に規定する休
日を除く。）

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号 札幌市中央区北２条西７丁目
北海道警察本部総務部会計課

審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道警察本部総務部会計課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場

（送付による場合は、郵便番号 札幌市中央区北２
条西７丁目 北海道警察本部総務部会計課）

入 札 日 時 平成 年３月 日 午前 時（送付による場合は、平成 年
３月 日 午前９時必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見
合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、北海道警察本部総
務部会計課に申し込むこと。
また、北海道警察のホームページ（

）から閲覧・印刷することができる。
８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のオ及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 、 及び によるほか、次

名 称 所 在 地 範 囲

北海道警察本部庁舎 札幌市中央区北２条西７丁目 半径３

北海道警察本部琴似庁舎 札幌市西区八軒１条西３丁目１番９号 半径３

北海道警察本部交通機動 砂川分駐所 砂川市東１条南 丁目１番８号 半径３

北海道警察本部交通機動 小 分駐所 小 市富岡１丁目７番１号 半径３

北海道警察本部交通機動 苫小牧分駐所 苫小牧市旭町３丁目５番 号 半径３

北海道警察本部交通機動 登別分駐所 登別市桜木町１丁目 番地６ 半径５

北海道警察本部機動 舎 札幌市南区真駒内南町６丁目２番１号 半径５

北海道警察本部高速道路交通警察 札幌市厚別区大谷地西５丁目 番 号 半径３

北海道警察本部高速道路交通警察 朝里分駐所 小 市新光４丁目１番１号 半径３

北海道警察本部高速道路交通警察 北広島分駐所 北広島市大曲並木１丁目１番地１ 半径３

北海道警察本部高速道路交通警察 夕張分駐所 夕張市紅葉山 番地５ 半径３

北海道警察本部高速道路交通警察 苫小牧西分駐所 苫小牧市字錦岡 番地８ 半径３

北海道警察本部高速道路交通警察 室蘭分駐所 室蘭市崎守町 番地 半径５

北海道警察本部高速道路交通警察 長万部分駐所 山越郡長万部町字富野 番地 半径５

北海道警察本部高速道路交通警察 岩見沢分駐所 岩見沢市駒園８丁目８番１号 半径３

北海道警察本部高速道路交通警察 滝川分駐所 滝川市東滝川 番地 半径３

北海道警察本部札幌運転免許試験場 札幌市手稲区 ５条４丁目１番１号 半径３

札幌市内の警察署を除く全道の各警察署管内で給油（セルフ給油所における給油を除
く。）が可能なこと。
札幌市内で 時間給油（セルフ給油所における給油を除く。）が可能なこと。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
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による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道警察本部総務部会計課
所 在 地 郵便番号 札幌市中央区北２条西７丁目

電話番号 内線

．
．
．
．
．
．

．
．

道警察釧路方面本部告示

北海道警察釧路方面本部告示第５号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年２月１日

北海道警察釧路方面本部長 堀 金 忠
１ 入札に付する事項

調達をする物品の名称及び数量
デジタル複写機の賃貸借（点検、調整及び消耗品（用紙、ホチキス針を除く。）） 台

（１か月当たりの単価及び１枚当たりの単価）
調達をする物品の仕様等 入札説明書及び要求仕様書による。
契 約 期 間 平成 年４月１日から平成 年３月 日まで。ただし、予算

の範囲内で当該契約期間を変更することがあり得る。
納 入 場 所 入札説明書による。

２ 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第 号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の賃貸借の

資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
保守サービスの供給に関し、迅速な点検及び調整並びに消耗品供給の体制が整備され
ていることを証明した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな
い。
ア 申 請 の 時 期 平成 年２月１日（金）から２月 日（木）までの午前９時

から午後５時までの間にしなければならない。
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 釧路市黒金町 丁目５

北海道警察釧路方面本部会計課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道警察釧路方面本部会計課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 釧路市黒金町 丁目５ 北海道警察釧路方面本部２階大会議

室
入 札 日 時 平成 年３月 日（水）午後１時 分（送付による場合は、

平成 年３月 日（火）までに必着）
開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見
合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、契約に関する事務
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を担当する組織に申し込むこと。
ま た、 北 海 道 警 察 釧 路 方 面 本 部 の ホー ム ペー ジ
（ ） で 閲
覧・印刷することができる。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
有効な入札をした者のうち、すべての入札金額（１月当たりの単価）が北海道財務規則
（昭和 年北海道規則第 号）第 条第１項の規定により定めたそれぞれの予定価格
（１月当たりの単価）の制限の範囲内であって、かつ、入札書記載の入札総価格（各入札
金額（１月当たりの単価）にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額）が最低である
者を落札者とする。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 、 及び によるほか、次

による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道警察釧路方面本部会計課
所 在 地 郵便番号 釧路市黒金町 丁目５

電話番号 内線

．

．

．

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額 円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社


